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よろず支援拠点,金融機関,支援センター,

商工会・会議所,研究機関,大学等

⚫営業秘密・知財戦略相談窓口（営業秘密管理や知財戦略に関す

る相談）

⚫海外展開知財支援窓口（海外知的財産プロデューサーによる支援）

⚫産業財産権相談窓口（特許庁への出願手続等に関する相談）

●産学連携・スタートアップ相談窓口(大学が進めている産学連携に

関する課題解決）

⚫関西知財戦略支援専門窓口（近畿地域の企業に対し、総合的な

支援サービス）

INPIT専門相談窓口と連携して支援

知財で事業強化

弁理士、弁護士、中小企業診断士

ブランド・デザイン専門家

企業OB 等

各種専門家と連携して支援

目標：「知財の側面からの支援を通じた地域活性化」

INPIT（インピット）知財総合支援窓口とは（全国共通）

INPIT（インピット）：独立行政法人 工業所有権情報・研修館

■ 国の知財政策の一環として都道府県ごとに知財総合支援窓口を設置

■ 関連機関・専門家と連携、知財の課題解決を幅広く支援し、事業強化
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INPIT知財総合支援窓口は どんなときに役に立つのか？
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例えば・・・ ✓ 研究開発の成果を適切に保護したい
✓ 営業秘密・ノウハウの保護策を教えてほしい
✓ 海外で模倣されているので対処したい
✓ 商品のネーミングを商標登録したい
✓ 事業モデルを踏まえ効果的に特許取得したい ・・・等々

知財に関し「どのような相談」にも応じます

ノウハウ

発明 デザイン

ブランド

知的財産
人間の知的創造活動の成果

知的財産権
知的財産を法律で保護

特許権

実用新案権

意匠権

著作権

商標権

など

など

企業活動技術開発

営業活動
商品企画

デザイン設計
製造

地域団体商標含む



INPIT知財総合支援窓口は どのように役に立つのか？
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●窓口での助言・支援

●訪問による助言・支援

●弁理士・弁護士等の知財専門家との協働支援

解決策を親身にアドバイスします

知財支援専門員が初心者にも
分かるよう、丁寧に説明します

知財支援専門員が貴社を訪問し、相談を受けます

知財について専門的な見解を提供します
【知財専門家による相談会】（無料）

■弁理士相談： 【水戸会場】 １回/週
■弁護士相談： 【水戸会場】１回/月
■専門家派遣： 必要に応じて随時

支援は全て
無料です
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DXによる「データ」利活用に関する知的財産権
例：スマート工場

法律
（対象）

特許法（発明：自然法則を
利用した技術的思想の創作）

著作権法（思想又は感情を
創作的に表現したもの）

不正競争防止法
（ノウハウ等の「営業秘密」）

機械稼働
データ

×
発明該当性なし

×
創作性なし

○
秘密として管理している場合
（契約での取決めが重要）

蓄積データ
（データ
ベース）

△
データのデータ構造が規定する
情報処理が、ハードウエア資源
を用いて具体的に実現されて
いる場合、発明該当性有

△
創作性が認められる場合は
「データベースの著作物」として
保護されうる。

○
秘密として管理している場合
（契約での取決めが重要）

①基本：不正競争防止法による「営業秘密」としての知財保護、リスク低減の検討が必要

②多面的な知財（発明、著作権、商標（商品・サービス名、マーク）等）の検討も必要



「営業秘密」 ～企業秘密との違い～

営業秘密

（トレード・シークレット）

①秘密管理性

②有用性

③非公知性

企業秘密

企業情報
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企業秘密の中で、不正競争防止法上の要件（秘密管理性、有用性、非公知性）

を全て満たしたものが「営業秘密」に該当し、同法の保護対象となる

企業が所有する情報の中で、企業が秘密としている技術、ノウハウ、「データ」、経営

情報、顧客情報等はいわゆる「企業秘密」



秘密管理性

有用性

データ提供先※、社内従業員等が、管理状態を見たときに、会社が

秘密として管理していると認識できること

・ データ提供先※、提供元とは「データ」の取扱い(秘密保持義務、第三者

提供禁止、目的外使用禁止、契約終了時の廃棄義務等）を契約で定める

・データ提供先に資料、電子媒体等で開示するときは秘密の旨を表示する（㊙表示）

・社内で適切、合理的な秘密管理措置がなされている（社内規程、従業員宣誓書）

有用な営業上または技術上の情報であること

・現実に利用されていなくても良い（例：失敗した実験データ）

・公序良俗に反する内容の情報は保護対象外（例：脱税情報）

非公知性

公然と知られていないこと

・合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されていないなど、保有者の

管理化以外では一般に入手できないこと。

・公知情報の組合せであっても、非公知性が認められ得る（組合せの非容易性）

「営業秘密」として法的保護が受けられるための条件
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不正競争防止法による保護を受けるために必要な三つの要件
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INPIT茨城県知財総合支援窓口 支援事例

「遠隔地塗装工場支援システム」への知財支援

支援企業概要：

設立年（従業員） 1975年（21-50人） 主な事業 工業塗装

経営課題 知財支援 支援成果（＝事業強化）

工業塗装に関する
「ものづくり」事業で
培ったノウハウにデ
ジタル技術を融合す
るソリューションビジ
ネスへの参入：
「遠隔地塗装工場支
援システム」

・「データ」利活用に関す
る顧客等（データ提供先・
提供元）との契約締結

・「データ」の漏洩等によ
るﾘｽｸ低減
・顧客N倍化自由度確保

・営業秘密管理に関する
社内規程、従業員宣誓書
等の策定、社内周知

・営業秘密管理体制の構
築によるリスク低減

・関連する契約（ソフト
ウェア使用許諾等）BU

・契約書のBUによる
リスク低減

・セールストークレベルの
特許網構築

・カタログ等への特許表
示による拡販支援
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・サービス名、ロゴに関す
る商標網構築

・商標表示による
ブランド保護
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まとめ：DXによる「データ」利活用における知財戦略

①不正競争防止法による「営業秘密」としての知財保護、

リスク低減が基本

・「データ」提供先・提供元との「契約」での「データ」の取

扱いの取決めが必要

・社内規程等の営業秘密管理体制の構築が必要

②その他の知財（発明、著作権、商標（商品・サービス名、

マーク）等）による多面的な知財保護、リスク低減も必要



INPIT茨城県知財総合支援窓口を利用するには？
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まずはお電話ください TEL：029-224-5339

ＦＡＸでもＯＫです FAX：029-221-8840 
≪つくば ｻﾃﾗｲﾄ拠点≫≪日立 ｻﾃﾗｲﾄ拠点≫

≪ひたちなか ｻﾃﾗｲﾄ拠点≫

（申込：FAXフォーマット）

≪ 筑西会場≫

≪水戸会場≫

常設窓口
（茨城県産業会館１２階（（公財）
いばらき中小企業ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ推進機構）


